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平成２５年 第１回定例会

１議事日程

３月１５日（金曜日）午後３時０２分開議

第４号

日程番号 議件番号 議 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 議案第37号 平成25年度士幌町一般会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

３ 議案第38号 平成25年度士幌町国民健康保険事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

４ 議案第39号 平成25年度士幌町後期高齢者医療事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

５ 議案第40号 平成25年度士幌町介護保険事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

６ 議案第41号 平成25年度士幌町介護サービス事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

７ 議案第42号 平成25年度士幌町簡易水道事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

８ 議案第43号 平成25年度士幌町公共下水道事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

９ 議案第44号 平成25年度士幌町農業共済事業特別会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

10 議案第45号 平成25年度士幌町国民健康保険病院事業会計予算

（予算審査特別委員会審査報告）

11 追加議案第46号 教育委員会委員の任命について

12 意見書案第２号 泊原発再稼働と住民合意に関する意見書案

13 意見書案第３号 平成25年度地方財政対策に関する意見書案

14 閉会中継続審査申出書

15 閉会中継続調査申出書

２出席議員（１２名）

１番 秋間 絋一 ８番 清水 秀雄

２番 飯島 勝 ９番 中村 貢

３番 森本 真隆 １０番 和田 鶴三

５番 細井 文次 １１番 大西 米明

６番 出村 寛 １２番 加藤 宏一

７番 服部 悦朗 １３番 加納 三司

３欠席議員（０名）

４地方自治法１２１条の規定による説明のための出席者
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町長 小林 康雄

代表監査委員 佐藤 宣光

５町長の委任を受けて出席した者

副町長 柴田 敏之 保健医療福祉センター長 山中 雅弘

総務企画課長 後藤 忠義 保健福祉課長 大森 三宜子

会計管理者 太田 靖久 病院事務長 渡辺 博文

町民課長 伊賀 淑美 特別養護老人ﾎー ﾑ施設長 波多野 義弘

産業振興課長 堀江 博文 子ども課長 寺田 和也

建設課長 土生 明美 消防署長 星屋 尚司

６教育委員長の委任を受けて出席した者

教育長 神野 光男 教育課長 植田 廣幸

高校事務長 金森 秀文

給食センター所長 鈴木 典人

７農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 道端 雄伸

８職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 柳谷 善弘 総務係長 仲山 美津子

９議事録

（午後３時０２分）

加納議長 ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

１ 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、３番、

森本真隆議員及び５番、細井文次議員を指名いたします。

２･３ 日程第２、議案第37号「平成25年度士幌町一般会計予算」

４･５ 日程第３、議案第38号「平成25年度士幌町国民健康保険事業特別会

６･７ 計予算」

８･９ 日程第４、議案第39号「平成25年度士幌町後期高齢者医療事業特別

10 会計予算」

日程第５、議案第40号「平成25年度士幌町介護保険事業特別会計予

算」

日程第６、議案第41号「平成25年度士幌町介護サービス事業特別会

計予算」

日程第７、議案第42号「平成25年度士幌町簡易水道事業特別会計予
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算」

日程第８、議案第43号「平成25年度士幌町公共下水道事業特別会計

予算」

日程第９、議案第44号「平成25年度士幌町農業共済事業特別会計予

算」

日程第10、議案第45号「平成25年度士幌町国民健康保険病院事業会

計予算」

以上９件を一括議題といたします。

委員会における審査報告書が提出されていますので、職員に朗読さ

せます。

仲 山 平成25年３月15日。

総務係長 士幌町議会議長、加納三司様。

予算審査特別委員会委員長、秋間絋一。

予算審査特別委員会審査報告書。

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したの

で会議規則第77条の規定により報告します。

記、事件の番号、件名、議案第37号 平成25年度士幌町一般会計予

算、議案第38号 平成25年度士幌町国民健康保険事業特別会計予算、

議案第39号 平成25年度士幌町後期高齢者医療事業特別会計予算、議

案第40号 平成25年度士幌町介護保険事業特別会計予算、議案第41号

平成25年度士幌町介護サービス事業特別会計予算、議案第42号 平

成25年度士幌町簡易水道事業特別会計予算、議案第43号 平成25年度

士幌町公共下水道事業特別会計予算、議案第44号 平成25年度士幌町

農業共済事業特別会計予算、議案第45号 平成25年度士幌町国民健康

保険病院事業会計予算。

審査の結果、原案のとおり可決すべきものと決定。

以上でございます。

加納議長 ただいま朗読の審査報告について委員長の補足説明があれば許しま

す。秋間委員長。登壇願います。

秋 間 予算審査特別委員会に付託されました予算審査の経過と結果につい

委 員 長 て報告申し上げます。

本委員会は、去る３月８日に開かれた第１回定例会において設置さ

れ、25年度各会計予算９件が付託されました。委員会は13日から開催

し、理事者の説明を受けた後審査に入り、各会計ごとに質疑、討論を

経て、お手元に配付の報告書のとおり結論を得た次第であります。

議長を除く全議員をもって構成する特別委員会でありますので、審

査の詳細についての報告は省略いたしますが、採決の結果、付託議案

全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上、本委員会に付託された予算審査の経過と結果を申し上げて報

告といたします。
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加納議長 ただいま報告の議件については質疑を省略し、一括して討論及び採

決を行います。これに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

これより討論を行います。ありませんか。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより採決を行います。

議案第37号以下議案第45号までの一般会計予算、７特別会計予算、

１事業会計予算について委員長の報告は可決であります。

委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、議案第37号以下議案第45号までの一般会計予算、７特別会

計予算、１事業会計予算は原案のとおり可決されました。

１１ 日程第11、議案第46号「教育委員会委員長の任命について」を議題

といたします。

地方自治法第117条の規定によって、堀江産業振興課長の退場を求

めます。

（堀江産業振興課長退席）

加納議長 朗読を省略し、理事者の説明を求めます。町長。

小林町長 議案第46号でありますけれども、神野教育長が３月末をもって退任

することに伴って、新しい教育委員の選任同意を求めるものでありま

す。

氏名につきましては、記載のとおり堀江博文です。現産業振興課長

を新しい教育委員として選任したいので、同意賜りますようお願い申

し上げまして、提案に代えさせていただきます。

加納議長 説明が終わりましたので、質疑、討論を省略し、これより議案第46

号を採決します。

本案は、原案のとおり同意することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。

（堀江産業振興課長入場）

１２ 日程第12、意見書案第２号「泊原発再稼働と住民合意に関する意見

書案」を議題といたします。

意見書案第２号、第３号については、朗読、提案者の説明を省略し

たいと思います。これにご異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

これより質疑を行います。ございませんか。
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（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより意見書案第２号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１３ 日程第13、意見書案第３号「平成25年度地方財政対策に関する意見

書案」を議題といたします。

これより質疑を行います。ございませんか。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより意見書案第３号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

１４ 日程第14、「閉会中継続審査申出書」を議題といたします。

職員に朗読させます。

仲 山 平成25年３月15日。

総務係長 士幌町議会議長、加納三司様。

産業厚生常任副委員長、中村貢。

閉会中継続審査申出書。

本委員会は審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続審

査を要するものと決定したので、会議規則第75条の規定により申し出

ます。

記、１、事件、町道士幌東６線の道路改良について。

２、理由、審査未了のため。

３、期間、次回定例会まで。

以上でございます。

加納議長 お諮りします。

産業厚生常任委員会副委員長から申し入れのとおり閉会中の継続審

査とすることに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、産業厚生常任委員会副委員長からの申し出のとおり閉会中

の継続審査とすることに決定しました。

１５ 日程第15、「閉会中継続調査申出書」を議題といたします。
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職員に朗読させます。

仲 山 平成25年３月15日。

総務係長 士幌町議会議長、加納三司様。

議会運営委員長、清水秀雄。

閉会中継続調査申出書。

本委員会は審査中の事件について、次のとおり閉会中もなお継続調

査を要するものと決定したので、会議規則第75条の規定により申し出

ます。

記、１、事件、（１）、議会の運営に関する事項、（２）、議長の諮

問に関する事項、（３）、議会の活性化に関する事項。

２、理由、調査未了のため。

３、期間、次期定例会まで。

以上でございます。

加納議長 お諮りします。

議会運営委員会委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とする

ことに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、議会運営委員会委員長からの申し出のとおり閉会中の継続

調査とすることに決定いたしました。

ここで、教育長を退任されます神野光男氏より退任挨拶の申し出が

ありましたので、これを許します。教育長。登壇願います。

神 野 加納議長のご高配により、本会議場で退任の挨拶をさせていただき

教 育 長 ますこと、深く感謝申し上げます。

私は、昭和44年４月、士幌町役場に奉職以来44年間、町職員として

行政に携わってまいりました。この間さまざまな分野で懸案事業の実

現や、あるいは諸課題の解決に努めてきましたが、十分な職責を果た

すことができず、心苦しく思っている次第であります。この間指導い

ただきました町理事者初め、各町議会議員及び関係各位に対して厚く

お礼を申し上げたいというふうに思います。

本町は、先達のまちづくりに対する崇高な精神に基づき、すばらし

い農村ユートピアが建設され、やがて100年を迎えようとしています。

この理想郷実現のときに行政の一員として行政に身を置き、若干でも

加担できたことは私の誇りに思うところであります。今日の国内経済

はＴＰＰ参加問題で大きく揺れ動いておりますが、このことが地方行

政にも大きな影響が予想されるところでありますし、加えて政権交代

による地方財政や、あるいは地方行政施策の不安定さが懸念されると

ころであります。今後ますます皆様の町政に対する推進に尽力を賜り

ますように心からお願いを申し上げたいというふうに思います。

結びになりますが、士幌町長を初め、各議会議員の皆さん、そして
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町幹部職員の皆様の今後のますますの活躍を祈念申し上げて、粗辞で

ありますけれども、退任に当たりまして一言お礼の挨拶に代えたいと

いうふうに思います。

長い間ありがとうございました。

加納議長 教育長、どうもご苦労さまでした。

お諮りします。本定例会に付議された事件は全て終了いたしました。

したがって、会議規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思

います。これに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認め、したがって本定例会は本日で閉会することに決定

しました。

以上で平成25年第１回士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午後 ３時１８分）



- 8 -

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


